
 

 

 

 

 

 

 

平成２２年相模原市議会３月定例会付議事件一覧 

 

 

 

 

        付議事件 

          (１) 議  案 ３７件 

            予 算       １２件 

条 例       １３件 

            契 約        １件 

            不動産の処分        １件 

            損害賠償額の決定      ２件 

            指定管理者の指定      １件 

市 道        ２件 

         補 正 予 算        ５件 

       (２) 報  告        ２件    

            合  計 ３９件 

 

(付議予定案件  人事８件、報告１件) 

 

 

 

 

平成２２年２月１９日招集  

 

 

 

 



議案 

番号 
件名(担当) 主   な   内   容 

  22 年度当初予算額 21年度当初予算額 比較(率) 

１ 

 

平成２２年度相模原市一般

会計予算 

(企画財政局財務部) 

千円

 

234,000,000 

 

千円 

 

207,400,000 

千円

26,600,000 

(12.8%) 

２ 平成２２年度相模原市国民

健康保険事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

73,241,000 

 

 

69,520,000 

 

 

3,721,000 

(5.4%) 

  

事業勘定 72,805,000 69,267,000 

 

3,538,000 

(5.1%) 

  

直営診療勘定 436,000 253,000 

 

183,000 

(72.3%) 

３ 平成２２年度相模原市下水

道事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

21,288,000 

 

 

20,551,000 

 

 

737,000 

(3.6%) 

  

下水道勘定 20,811,000 20,073,000 
738,000 

(3.7%) 

  

浄化槽勘定 477,000 478,000 
△1,000 

(△0.2%) 

４ 平成２２年度相模原市老人

保健医療事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

114,000 

 

 

117,000 

 

 

△3,000 

(△2.6%) 

５ 平成２２年度相模原市自動

車駐車場事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

3,521,000 

 

 

1,419,000 

 

 

2,102,000 

(148.1%) 

６ 平成２２年度相模原市介護

保険事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

28,216,000 

 

 

 

26,357,000 

 

 

1,859,000 

(7.1%) 

７ 平成２２年度相模原市母子

寡婦福祉資金貸付事業特別

会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

224,000 

 

 

242,000 

 

 

△18,000 

(△7.4%) 

 １



８ 平成２２年度相模原市簡易

水道事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

183,000 

 

 

 

171,000 

 

 

12,000 

(7.0%) 

９ 平成２２年度相模原市財産

区特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

202,000 

 

 

105,000 

 

 

97,000 

(92.4%) 

１０ 平成２２年度相模原市農業

集落排水事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

25,000 

 

 

34,000 

 

 

△9,000 

(△26.5%) 

１１ 平成２２年度相模原市後期

高齢者医療事業特別会計予

算 

(企画財政局財務部) 

 

 

5,260,000 

 

 

4,853,000 

 

 

407,000 

(8.4%) 

１２平成２２年度相模原市公

債管理特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

32,045,000 

 

 

 32,045,000

(皆増) 

 

 

合    計 

 

398,319,000

 

330,769,000 

 

67,550,000 

(20.4%) 

１３ 相模原市特別会計条例及び

相模原市減債基金条例の一

部を改正する条例について 

(企画財政局財務部) 

 公債費の一括管理を行うため、地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)第２０９条第２項の規定により、公債管理特別会計を設置するこ

とに伴い、所要の改正をするもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

 

 

１４ 相模原市手数料条例の一部

を改正する条例について  

(企画財政局財務部) 

 

 

 

 

 租税特別措置法施行令(昭和３２年政令第４３号)に基づく中高層の耐

火建築物の建築を目的とする事業の用に供するために土地等を譲渡した

場合の課税の特例制度の適用に当たり、当該事業が同令に規定する区域又

は地区内で施行されるものであること及び同令に規定する要件を満たす

ものであることの認定等の申請に対する審査事務について、神奈川県から

事務処理の特例に関する条例(平成１１年神奈川県条例第４１号)により

権限の移譲を受けることに伴う当該事務の審査手数料並びに土壌汚染対

策法(平成１４年法律第５３号)の改正に伴う汚染土壌処理業の許可の更

新及び変更の許可の申請に対する審査手数料の規定の追加その他所要の

改正をするもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

１ 神奈川県から事務処理の特例に関する条例(平成１１年神奈川県条例

第４１号)により権限の移譲を受けることに伴う租税特別措置法施行令

(昭和３２年政令第４３号。以下「政令」という。)に基づく事務の手数

料の規定の追加 

 ２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料を徴収する事務 単位 金額 

中高層の耐火建築物の建築を目的とする

事業の用に供するために土地等を譲渡し

た場合の課税の特例制度の適用に当た

り、当該事業が政令に規定する区域又は

地区内で施行されるものであること及び

政令に規定する要件を満たすものである

ことの認定の申請に対する審査 

１件 31,000円

中高層の耐火建築物の建築を目的とする

事業の用に供するために土地等を譲渡

し、一定期間内に当該事業により建築さ

れた建築物若しくは当該事業区域を含む

地区内の他の中高層の耐火建築物又はこ

れらの建築物に係る構築物を取得する場

合の課税の特例制度の適用に当たり、当

該事業が政令に規定する区域又は地区内

で施行されるものであること及び政令に

規定する要件を満たすものであることの

認定の申請に対する審査 

１件 32,000円

中高層の耐火建築物の建築を目的とする

事業の用に供するために土地等を譲渡

し、当該事業により建築された建築物若

しくは当該事業区域を含む地区内の他の

中高層の耐火建築物又はこれらの建築物

に係る構築物の取得をすることが困難で

ある特別な事情がある場合の課税の特例

制度の適用に当たり、当該事情が政令に

規定する事情に該当するものであること

の認定の申請に対する審査 

１件 24,000円

 

２ 土壌汚染対策法(平成１４年法律第５３号)の改正に伴う同法に

基づく事務の手数料の規定の追加 

手数料を徴収する事務 単位 金額 

汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対

する審査 

１件 230,000円

汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対

する審査 

１件 220,000円

 

１５ 相模原市一般職の給与に関

する条例及び相模原市一般

職の職員の勤務条件に関す

る条例の一部を改正する条

例について 

(総務局) 

 

 

 

労働基準法(昭和２２年法律第４９号)の改正に伴い、１箇月につ

き６０時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給率を引

き上げる規定及びその引上げ部分の時間外勤務手当を支給すること

に代えて勤務することを要しないこととすることができる規定の追

加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

 

 

 

 ３



  １ 第１条関係(相模原市一般職の給与に関する条例の一部改正) 

（１）１箇月につき６０時間を超える時間外勤務をした場合、６０

時間を超えた時間外勤務時間に対する時間外勤務手当の支給率

を引き上げるもの(第１１条第４項関係) 

要勤務日(休日を除く。)における時間外勤務手当の支給率 

  
６０時間以下の時間

に対する支給率 

６０時間を超えた時

間に対する支給率 

午後５時から午

後１０時まで及

び午前５時から

午前８時３０分

まで 

１２５ 

１００ 

１５０ 

１００ 

午後１０時から

翌日午前５時ま

で 

１５０ 

１００ 

１７５ 

１００ 

（２）６０時間を超えた時間外勤務時間に対する時間外勤務手当の

支給率の引上げ部分の支給に代えて勤務を要しないこととした

場合には、当該支給率の引上げ部分の支給は行わないこととす

るもの(第１１条第５項関係) 

２ 第２条関係(相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の

一部改正) 

１箇月につき６０時間を超える時間外勤務をした場合におい

て、６０時間を超えた時間外勤務時間に対する時間外勤務手当の

支給率の引上げ部分の支給に代えて勤務を要しないことができる

こととするもの(第１３条の３関係) 

 

 

 

１６ 相模原市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を改

正する条例について 

(総務局) 

 

市税事務、清掃業務等の特殊勤務手当の支給要件等の見直し、政

令指定都市への移行に伴う特殊勤務手当の支給要件を追加するため

の規定の改正その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

１ 特殊勤務手当の支給要件等の見直し 

（１）特殊勤務手当の名称の変更及び支給額の引下げ 

排水溝しゅんせつ作業従事職員の特殊勤務手当(第２条及び

第１２条関係) 

区分 現行 改正後 

名称 
排水溝しゅんせつ作業従

事職員の特殊勤務手当 

道路上作業従事職員の特

殊勤務手当 

支給額 日額６００円 日額３００円

（２）特殊勤務手当の名称の変更 

心身障害者訓練業務従事職員の特殊勤務手当の名称を障害者

訓練業務従事職員の特殊勤務手当に変更するもの(第２条及び

第１４条関係) 

 ４



 ５

  （３）特殊勤務手当の支給要件の見直し 

ア 市税事務従事職員の特殊勤務手当の支給要件から課税客体

の捕そく調査を除くもの(第３条及び別表関係) 

イ 市税外諸収入事務従事職員の特殊勤務手当の支給要件から

納付客体の捕そく調査を除くもの(第６条関係) 

（４）特殊勤務手当の支給額の引下げ 

清掃業務従事職員の特殊勤務手当(第７条関係) 

  区分 現行 改正後 

ごみ処理施設において投入槽そ

の他規則で定める施設の検査、修

繕又は掃除作業に従事したとき。

日額910円 日額700円

汚水処理施設における汚水揚水

ポンプ、原水貯槽その他規則で定

める施設の掃除作業に従事した

とき。 

日額910円 日額700円

（５）特殊勤務手当の廃止 

ア 清掃業務従事職員の特殊勤務手当のうち次に掲げる作業等

に従事したときの特殊勤務手当を廃止するもの(第７条関係)

  （ア）浄化槽内又は規則で定める施設内に入り、清掃作業に従

事したとき。 

（イ）ごみ処理施設においてごみクレーン又は灰クレーンの運

転操作に従事したとき。 

（ウ）ごみ処理施設においてごみクレーン又は灰クレーンの点

検又は掃除作業に従事したとき。 

（エ）ごみ埋立作業に従事したとき。 

（オ）ごみ分析作業に従事したとき。 

（カ）汚水処理施設において沈砂池の沈殿物の除去作業に従事

したとき。 

（キ）し尿処理施設において沈砂受槽その他規則で定める施設

の検査、修繕又は掃除作業に従事したとき。 

（ク）し尿処理施設において投入槽その他規則で定める施設の

検査、修繕又は掃除作業に従事したとき。 

イ 介助業務従事職員の特殊勤務手当を廃止するもの(第１５

条関係) 

２ 政令指定都市への移行に伴うもの 

（１）社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当の支給要件の追加(第４

条関係) 

現行 改正後 

社会福祉業務に従事する職

員(査察指導員又はケースワ

ーカー) 

社会福祉業務に従事する職

員が規則で定める業務に従

事したとき。 

※ 改正後の「規則で定める業務」として、現行の支給要件の

生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)に基づく相談業務等

に加え、新たに児童相談所及び障害者更生相談所における相

談業務等並びに精神障害者移送等業務を規定する予定 

 



  （２）組織改正により担当部署が変更となるため、精神相談業務に

対して支給する特殊勤務手当の規定を保健所業務従事職員の特

殊勤務手当から削除し、社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当

とするもの(第１６条関係) 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市立診療所条例につ

いて 

(健康福祉局福祉部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相模原市立診療所を設置するため、所要の定めをするもの 

(Ｈ２２．４．１施行。ただし、平成２２年４月１日から平成２８年

３月３１日までの間の相模原市立診療所の指定管理者の指定につい

ては、神奈川県立の診療所に関する条例(昭和３９年神奈川県条例第

４１号)第３条の規定に基づき神奈川県立青野原診療所、神奈川県立

千木良診療所及び神奈川県立藤野診療所の指定管理者として指定さ

れた法人その他の団体を指定管理者として指定することができる規

定は、公布日施行) 

名称及び位置 

名  称 位  置 

相模原市立青野原

診療所 
相模原市緑区青野原２０１５番地２ 

相模原市立千木良

診療所 
相模原市緑区千木良８５２番地８ 

相模原市立藤野診

療所 
相模原市緑区小渕１６５６番地１ 

 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市立緑第一障害者地

域活動支援センター条例に

ついて 

(健康福祉局福祉部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相模原市立緑第一障害者地域活動支援センターを設置するため、

所要の定めをするもの 

(Ｈ２３．４．１施行。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備

行為は施行日前においても行うことができるとする規定は、公布日

施行) 

１ 名 称 相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター 

２ 位 置 相模原市緑区与瀬１０１０番地１ 

３ 設置の目的 

  障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、相談支援を行い、創作的活動又は生産活動の機

会を提供し、社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必

要な便宜の供与を行い、もって障害者の福祉の増進に寄与するた

め設置する。 

４ 施設の概要 

敷 地 面 積 ５６５．０９㎡

構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

建 築 面 積 ２１０．５８㎡

延べ床 面積 ３１２．７８㎡

諸 室
フリースペース、相談室、作業スペース、

事務室等  

 ６



１９ 相模原市立児童館条例の一

部を改正する条例について 

(健康福祉局こども育成部) 

 

 

 

 土地使用貸借契約の解除の申出による田名四ツ谷児童館の廃止を

するもの 

(Ｈ２２．６．１施行)

２０ 相模原市産業集積促進条例

の一部を改正する条例につ

いて 

(環境経済局経済部) 

 

 

 

 

 

選択と集中の下、強固な産業集積基盤の形成を促進するため、立

地の内容、立地する区域、企業等の操業年数、企業等の規模に応じ

た投下資本額及び新規雇用従業員の雇用数等に基づく奨励措置を実

施することに伴い、大企業の定義の規定の追加、立地の規定の改正、

産業集積促進地域の規定の改正、奨励措置の内容及び要件の規定の

改正、条例の効力を延長するための規定の改正その他所要の改正を

するもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

２１ 

 

相模原市地球温暖化対策推

進基金条例について 

(環境経済局環境保全部) 

 

 

 

 地球温暖化対策を推進する事業の財源とするため、基金の設置そ

の他所要の定めをするもの 

 (公布日施行)

 

２２ 相模原市都市公園条例の一

部を改正する条例について 

(環境経済局環境保全部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相模原麻溝公園競技場に電光掲示盤を設置することに伴い、利用

の単位及び利用料金の額の規定の追加をするもの 

(Ｈ２２．４．１施行)

相模原麻溝公園競技場の電光掲示盤の利用料金 

附属施設の種類 単   位 金 額 

電光掲示盤 １日(8時30分～18時30分) 36,000円

   
 

２３ 相模原市営霊園条例の一部

を改正する条例について  

(環境経済局環境保全部) 

峰山霊園に合葬式墓所を設置するため、墓所の種類を一般墓所及

び合葬式墓所に分類し、合葬式墓所の使用期間、使用許可を受ける

ことができる者の資格、合葬式墓所の墓所使用料、埋蔵場所その他

合葬式墓所の使用についての規定の追加その他所要の改正をするも

の 

(Ｈ２３．３．１施行。ただし、合葬式墓所の使用の許可の申込みの

受付その他必要な準備行為は施行日前においても行うことができる

とする規定は、Ｈ２２．９．１施行) 

 合葬式墓所の使用期間、墓所使用料及び埋蔵場所の設定 

  使用期間 墓所使用料 埋蔵場所 

永年 
１体用 90,000円 

２体用 180,000円

（１）使用許可の日から起算し

て２０年を経過する日ま

で 埋蔵室 

（２）上記期間経過後 合葬室 

 ７



２４ 相模原市景観条例について 

(都市建設局まちづくり計

画部) 

 

 相模原らしい魅力ある景観の形成を進め、もってより良い景観を

後世につなげていくことを目的に、景観法(平成１６年法律第１１０

号)の規定に基づく必要な事項並びに市民、事業者及び市が協働して

様々な景観資源を守り、生かし、育て、及びつくるために必要な事

項について所要の定めをするもの 

(Ｈ２２．４．１施行。ただし、事前協議に係る規定、行為の制限等

に係る規定、勧告及び公表に係る規定は、Ｈ２２．１０．１施行) 

 

 

 

２５ 相模原市市営住宅条例の一

部を改正する条例について 

(都市建設局まちづくり計

画部) 

並木団地の設置及び同団地の管理を指定管理者に行わせるために

必要な規定の追加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２３．４．１施行。ただし、附則の改正規定は、Ｈ２２．４．１

施行) 

 

 

 

２６ 包括外部監査契約の締結

について 

(総務局) 

包括外部監査契約の締結 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報

告 

２ 契約の始期 平成２２年４月１日 

３ 契約の金額 １５，６００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

  住所 横浜市青葉区松風台１番地８ ５０１号 

氏名 奥津 勉 

資格 公認会計士 

 

 

 

２７ 不動産の処分について 

(健康福祉局こども育成部) 

 

 建物の処分 

１ 名   称 田名四ツ谷児童館 

２ 所   在 相模原市田名４５２７番地２ 

３ 構   造 木造平屋建 

４ 面   積 ２１５．３８平方メートル 

５ 処分の方法 無償譲渡 

６ 相 手 方 相模原市田名４５２７番地２ 

自治会法人田名四ッ谷自治会 

会長 鈴 木 文 昭 

 

 

 

２８ 損害賠償額の決定につい

て  

(環境経済局環境保全部) 

 

 

市指定の保存樹林の倒木による事故に係る損害賠償の額を決定す

るもの 

１ 損害賠償額 １，３８１，１９２円 

２ 被 害 者 市内在住者 

 

 

 ８



２９ 

 

 

 

損害賠償額の決定につい

て  

(消防局) 

 

 本市救急自動車による交通事故に係る損害賠償の額を決定するも

の 

１ 損害賠償額 ２，４８８，６０７円 

２ 被 害 者 市内在住者３名 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定につい

て 

(健康福祉局福祉部) 

 

 

 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立青野原診療所、相模原市立千木良診療所及び相模原

市立藤野診療所 

２ 指定管理者 

  日本赤十字社 

３ 指定の期間 

  平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

 

 

３１ 市道の廃止について 

(都市建設局土木部) 

 都市計画道路大山氷川線道路改良工事に伴う処分(大山町地区)１

路線の廃止 

 

 

 

３２ 市道の認定について 

(都市建設局土木部) 

 開発行為(青葉１丁目地区ほか)１６路線及び寄附(相原地区ほか)

６路線、合計２２路線の認定 

 

 

 

  補正前の額 補 正 額 補正後の額 

３３ 平成２１年度相模原市一

般会計補正予算(第８

号) 

(企画財政局財務部) 

 

千円

 

218,588,000 

 

千円 

 

1,325,000 

千円

219,913,000 

３４ 平成２１年度相模原市国民

健康保険事業特別会計補正

予算(第３号) 

(企画財政局財務部) 

 

 

69,608,000 

 

 

50,900 

 

 

69,658,900 

  

事業勘定 69,341,000 52,000 69,393,000 

  

直営診療勘定 267,000 △1,100 265,900 

 ９



 １０

３５ 平成２１年度相模原市下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

20,237,100 

 

 

△442,100 

 

 

19,795,000 

３６ 平成２１年度相模原市自動

車駐車場事業特別会計補正

予算(第１号) 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

1,419,000 

 

 

△500 

 

 

1,418,500 

３７ 平成２１年度相模原市介護

保険事業特別会計補正予算

(第２号) 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

26,428,800 

 

 

△34,500 

 

 

26,394,300 

合    計 336,280,900 898,800 337,179,700 

報告 

番号 
件名(担当) 主   な   内   容 

１ 専決処分の報告について 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

 

 

工事請負契約(都市計画道路大山氷川線道路改良工事)の変更 

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 857,850,000円 918,137,850円  

２ 専決処分の報告について 

(総務局) 

 

 

 

 

道路管理に係る損害賠償額 

(１０，５３５円)の決定の専決処分 

付議予定案件  人事 ８件 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

相模原市土地利用審査会の委員の選任について(７件) 

        報告 １件 第２期相模原市障害者福祉計画の策定について 


	3月定例会付議事件一覧（表紙）
	3月定例会付議事件一覧（中身）

